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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
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一
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す
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条
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。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
二
十
五
号

　
　
　
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

一
条　

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

　

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

二
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

 　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。

　

 　

第
二
十
二
条
の
二
第
二
号
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
失
職
し
た
職
員
を
除
く
。
）
」

三
六

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

を
削
り
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。

　

 　

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削

る
。

　

 　

第
二
十
四
条
第
六
項
中
「
当
該
各
項
に
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
」
に
改
め
、
「
、
若
し
く
は
地
方
公

務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、

「
当
該
各
項
の
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
第
二
項
、
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
の
」
に
改
め
る
。

　

（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

三
条　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
四
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

第
十
条
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一

号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
る
。

　

 　

第
十
一
条
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
る
。

　

 　

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
傷
い
疾
病
」
を
「
負
傷
又
は
疾
病
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
各

号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
地
方
公
務
員
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
加
え
、
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を

削
る
。

　

（
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 
四
条　

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
五
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

第
十
条
及
び
第
十
一
条
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十

八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
る
。

　

 　

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
傷
い
疾
病
」
を
「
負
傷
又
は
疾
病
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
各

号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
）
」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 
五
条　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
二

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二

十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
る
。

　

 　

第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
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る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
二
十
六
号

　
　
　
大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
の
行
政
不
服
審
査
法
関
係
事
務
の
項
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
四
条
第
一

項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
法
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
の
高
圧
ガ
ス
関
係

事
務
の
項
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
」
を
「
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
の
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
中
「
当
該
認
定
申
請
に
係
る
部
分
の
」
を
「
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
建
築
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
建
築
物
」
と
い
う
。
）
又
は
同

項
に
規
定
す
る
他
の
建
築
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
一
棟
当

た
り
の
」
に
、
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
中
「
法
」
と
い

う
。
）
」
を
「
法
」
に
、

「

四 　

当
該
申
請
に
係
る

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向
上
計
画

に
法
第
二
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り

他
の
建
築
物
を
記
載

す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
他
の
建
築

物
一
棟
に
つ
き
、
上

記
一
か
ら
四
ま
で
の

規
定
の
例
に
よ
り
算

「

四 　

法
第
三
十
条
第
二

項
（
法
第
三
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
あ
る
場
合

　

 

は
、
上
記
の
金
額

に
、
当
該
申
出
に
係

る
建
築
物
に
つ
い
て

建
築
基
準
法
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
確
認
申
請
又
は
同

法
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
通
知

を
す
る
者
が
、
建
築

基
準
法
関
係
事
務
の

項
の
規
定
に
基
づ
き

納
付
す
べ
き
建
築
物

確
認
申
請
又
は
通
知

に
係
る
審
査
手
数
料

に
相
当
す
る
額
（
同

法
第
六
条
の
三
第
一

項
の
構
造
計
算
適
合

性
判
定
に
準
じ
て
行

わ
れ
る
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
要
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向
上
計
画

認
定
に
係
る
構
造
計

算
適
合
性
判
定
手
数

料
を
加
算
し
て
得
た

額
）
を
加
算
す
る
。

こ
の
場
合
、
一
〇
〇

円
未
満
の
端
数
は
、

切
り
捨
て
る
。

　

 

定
し
た
金
額
を
加
算

す
る
。

五 　

法
第
三
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
申

出
が
あ
る
場
合
は
、

上
記
の
金
額
に
、
当

該
申
出
に
係
る
建
築

物
に
つ
い
て
建
築
基

準
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
確
認

申
請
又
は
同
法
第
十

八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
す
る

者
が
、
建
築
基
準
法

関
係
事
務
の
項
の
規

定
に
基
づ
き
納
付
す

べ
き
建
築
物
確
認
申

請
又
は
通
知
に
係
る

審
査
手
数
料
に
相
当

す
る
額
（
同
法
第
六

条
の
三
第
一
項
の
構

造
計
算
適
合
性
判
定

に
準
じ
て
行
わ
れ
る

構
造
計
算
適
合
性
判

定
を
要
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
認
定
に

係
る
構
造
計
算
適
合

性
判
定
手
数
料
を
加

算
し
て
得
た
額
）
を

加
算
す
る
。
こ
の
場

合
、
一
〇
〇
円
未
満

の
端
数
は
、
切
り
捨

て
る
。

」
を

に
、

」

「

一 　

新
た
に
他
の
建
築
物

を
追
加
す
る
場
合
に
お



令
和
元
年
十
月
十
日

三

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

当
該
申
請
に

係
る
申
請
建

築
物
又
は
他

の
建
築
物
の

区
分
に
応
じ

建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

性
能
向
上
計

画
認
定
申
請

に
係
る
審
査

手
数
料
に
規

定
す
る
額
に

二
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た

金
額
。
こ
の

場
合
、
一
〇

〇
円
未
満
の

端
数
は
、
切

り
捨
て
る
。

　

 

け
る
当
該
他
の
建
築
物

に
係
る
手
数
料
は
、
上

記
の
金
額
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
他
の
建
築
物

一
棟
に
つ
き
、
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
認
定
申
請
に

係
る
審
査
手
数
料
の
例

に
よ
り
算
定
し
た
金
額

と
す
る
。

二 　

複
数
の
建
築
物
に
つ

い
て
当
該
申
請
を
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
建
築
物
一
棟
に
つ
き

算
定
し
た
上
記
の
金
額

（
前
号
に
規
定
す
る
他

の
建
築
物
の
追
加
が
あ

る
と
き
は
、
同
号
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
金

額
）
の
合
計
額
と
す

る
。

三 　

法
第
三
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
三
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
申
出
が
あ

る
場
合
は
、
上
記
の
金

額
に
、
当
該
申
出
に
係

る
建
築
物
に
つ
い
て
建

築
基
準
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
確
認

申
請
又
は
同
法
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
を
す
る
者
が
、

建
築
基
準
法
関
係
事
務

の
項
の
規
定
に
基
づ
き

納
付
す
べ
き
建
築
物
確

認
申
請
又
は
通
知
に
係

る
審
査
手
数
料
に
相
当

す
る
額
（
同
法
第
六
条

「

当
該
申
請
に

係
る
建
築
物

の
区
分
に
応

じ
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上

計
画
認
定
申

請
に
係
る
審

査
手
数
料
に

規
定
す
る
額

に
二
分
の
一

を
乗
じ
て
得

た
金
額
。
こ

の
場
合
、
一

〇
〇
円
未
満

の
端
数
は
、

切

り

捨

て

る
。

」
を

に
改

　

 

の
三
第
一
項
の
構
造
計

算
適
合
性
判
定
に
準
じ

て
行
わ
れ
る
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
要
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
向
上
計
画
認
定
に

係
る
構
造
計
算
適
合
性

判
定
手
数
料
を
加
算
し

て
得
た
額
）
を
加
算
す

る
。
こ
の
場
合
、
一
〇

〇
円
未
満
の
端
数
は
、

切
り
捨
て
る
。

」

め
、
同
表
の
運
転
免
許
関
係
事
務
の
項
中

「

一
、
五
五
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

道
路
交
通
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
政

令
第
二
百
七
十
号
）

第
三
十
三
条
の
六
の

二
第
六
号
に
掲
げ
る

や
む
を
得
な
い
理
由

の
た
め
免
許
証
の
更

新
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
つ
た
者
に

対
す
る
試
験
に
あ
つ

て
は
、
八
〇
〇
円
と

す
る
。

に
、

「

一
、
五
五
〇
円

」
を

一
、
九
〇
〇
円

」

「

道
路
交
通
法
第
九
十

七
条
の
二
第
一
項
第

三
号
又
は
第
五
号
に

該
当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る

場
合

一　

件

一
、
九
〇
〇
円

」
を



令
和
元
年
十
月
十
日

四

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

「

道
路
交
通
法
第
九
十

七
条
の
二
第
一
項
第

三
号
又
は
第
五
号
に

該
当
し
て
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る

場
合

一　

件

一
、
九
〇
〇
円

道
路
交
通
法
施
行
令

第
三
十
三
条
の
六
の

二
第
六
号
に
掲
げ
る

や
む
を
得
な
い
理
由

の
た
め
免
許
証
の
更

新
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
つ
た
者
に

対
す
る
試
験
に
あ
つ

て
は
、
八
〇
〇
円
と

す
る
。

」
に
、

「

道
路
交
通
法
第
九
十

七
条
の
二
第
一
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

一　

件

一
、
九
〇
〇
円

」
を

「

道
路
交
通
法
第
九
十

七
条
の
二
第
一
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

一　

件

一
、
九
〇
〇
円

道
路
交
通
法
施
行
令

第
三
十
三
条
の
六
の

二
第
六
号
に
掲
げ
る

や
む
を
得
な
い
理
由

の
た
め
免
許
証
の
更

新
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
つ
た
者
に

対
す
る
試
験
に
あ
つ

て
は
、
八
〇
〇
円
と

す
る
。

」
に
、

「

一 　

道
路
交
通
法
施

行
令
第
三
十
三
条

の
六
の
二
第
六
号

に
掲
げ
る
や
む
を

得
な
い
理
由
の
た

め
免
許
証
の
更
新

を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
つ
た
者

で
あ
つ
て
、
道
路

交
通
法
第
九
十
七

　

 

条
の
二
第
一
項
第

三
号
に
該
当
し
て

同
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
た
も
の

に
対
す
る
交
付
に

あ
つ
て
は
、
一
、

七
〇
〇
円
と
す

る
。

二 　

道
路
交
通
法
第

九
十
二
条
第
一
項

後
段
の
規
定
に
よ

り
、
一
の
種
類
の

免
許
に
係
る
免
許

証
に
他
の
種
類
の

免
許
に
係
る
事
項

を
記
載
し
て
そ
の

種
類
の
免
許
に
係

る
免
許
証
の
交
付

に
代
え
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
二
、

〇
五
〇
円
又
は

一
、
七
〇
〇
円
に

当
該
他
の
種
類
の

免
許
に
係
る
事
項

を
記
載
す
る
ご
と

に
二
〇
〇
円
を
加

え
た
額
と
す
る
。

「

道
路
交
通
法
第
九
十

二
条
第
一
項
後
段
の

規
定
に
よ
り
、
一
の

種
類
の
免
許
に
係
る

免
許
証
に
他
の
種
類

の
免
許
に
係
る
事
項

を
記
載
し
て
そ
の
種

類
の
免
許
に
係
る
免

許
証
の
交
付
に
代
え

る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
、
〇
五
〇
円

に
当
該
他
の
種
類
の

免
許
に
係
る
事
項
を

記
載
す
る
ご
と
に
二

〇
〇
円
を
加
え
た
額

と
す
る
。

」
を

に
、

」

「

一　

件

三
、
五
〇
〇
円

」
を
「

一　

件

二
、
二
五
〇
円

」
に
改
め
、
「
（
昭
和
三
十
五
年

政
令
第
二
百
七
十
号
）
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一 　

別
表
第
三
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
の
改
正
規
定

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法

律
第
四
号
）
の
施
行
の
日



令
和
元
年
十
月
十
日

五

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

　

二　

別
表
第
三
の
運
転
免
許
関
係
事
務
の
項
の
改
正
規
定　

公
布
の
日
か
ら
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

　
　

お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

　

三 　

別
表
第
三
の
行
政
不
服
審
査
法
関
係
事
務
及
び
高
圧
ガ
ス
関
係
事
務
の
項
の
改
正
規
定　

情
報
通
信

技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び

効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
二
十
七
号

　
　
　
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　
　
　
例

　

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

一
条　

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

第
四
十
八
条
第
八
号
中
「
、
次
の
イ
」
を
「
次
の
イ
」
に
、
「
、
次
の
ロ
か
ら
チ
ま
で
の
」
を
「
次
に

掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

イ 　

耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規

定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
準
耐
火
建
築
物
（
同
条
第

九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
を
い
い
、
同
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
（
保
育

室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建
物
に
あ
っ
て
は
、
耐
火
建
築
物
）
で
あ
る
こ
と
。

　

（
大
分
県
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

二
条　

大
分
県
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例

第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
の
第
三
の
十
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

イ 　

耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に

規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
準
耐
火
建
築
物
（
同

条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
を
い
い
、
同
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
保
育
室
、
遊
戯
室
、
乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建
物
に
あ
っ
て
は
、
耐

火
建
築
物
）
で
あ
る
こ
と
。

　

（
大
分
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

三
条　

大
分
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二

十
六
年
大
分
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
第
八
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
」
を
「
第
四
十
八
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　
大
分
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
三
項
中
「
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
前
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一 　

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
年
金
の
受
領
及
び
管
理
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判

断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

二　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

　

第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
都
市
計
画
事
業
大
分
臨
海
工
業
地
帯
大
在
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
二
十
九
号

　
　
　
大
分
都
市
計
画
事
業
大
分
臨
海
工
業
地
帯
大
在
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
　
　
　

　
　
　
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
都
市
計
画
事
業
大
分
臨
海
工
業
地
帯
大
在
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大

分
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



令
和
元
年
十
月
十
日

六

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

　

第
一
条
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
中
「
及
び
第
三
号
」
を
削
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
五
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


